
利保町交番だより
１ 期間

令和８年４月６日（月）から１５日（水）までの１０日間

２ 重点推進事項

（１）通学路・生活道路におけるこどもをはじめとする歩行者の安全確保

（２）ながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上

（３）自転車・特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理

解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

軽い気持ちで他人の画像をＡＩで加工し、ＳＮＳに

投稿したことでトラブルになる事案が多発していま
す。
生成ＡＩを使用した性的な画像加工やＳＮＳ等での

拡散は、犯罪や人権侵害につながることがあります。

交際相手や、ＳＮＳで知り合った人物から下着姿や
裸の写真・動画を要求されても、絶対に応じてはいけ
ません 。
一度でも送信すれば、その画像を

ネタに更に過激な写真や動画を要求
してきます。

令和８年 ４月号

足利警察署 利保町交番

足利警察署 ４ ３ － ０ １ １ ０

利保町交番 ４ ３ － ０ ０ ５ ６

【自転車安全利用五則】
１ 車道が原則、左側通行。歩道は例外、歩行者を優先。
２ 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。
３ 夜間はライト点灯。
４ 飲酒運転は禁止。
５ ヘルメットを着用。


